
各市町村定期予防接種料金 令和８年４月１日更新

市町村名 DPT-IPV-Hib DPT DT ポリオ Ｍ　Ｒ
第１期

Ｍ　Ｒ
第２期

Ｍ　Ｒ
第３期

Ｍ　Ｒ
第４期

Ｍ　Ｒ
第５期

麻しん
第１期

麻しん
第２期

麻しん
第３期

麻しん
第４期

風しん
第１期

風しん
第２期

風しん
第３期

風しん
第４期

風しん
第５期

日本脳炎
第１期

日本脳炎
第２期

日本脳炎
第１期特例

BCG HPV
（９価）

ヒブ 小児用肺炎球
菌

水痘 B型肝炎 ロタリックス ロタテック RSウイルス 予診のみ 特記事項

1 北九州市 20,735 9,971 6,506 10,631 11,346 11,346 10,521 10,334 10,334 6,913 6,913 6,913 8,211 7,386 8,211 11,786 27,478 9,616 12,694 9,724 7,265 15,306 10,279 30,090 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

2～6

中間市
芦屋町
水巻町
岡垣町
遠賀町

6歳未満
20,564

6歳以上
19,739

6歳未満
9,801

6歳以上
8,976

6,336

6歳未満
10,296

6歳以上
9,471

10,956

6歳未満
10,956

6歳以上
10,131

10,131 7,381

6歳未満
7,381

6歳以上
6,556

7,403

6歳未満
7,403

6歳以上
6,578

6,578

6歳未満
7,876

6歳以上
7,051

7,051 7,051 11,451 27,005

6歳未満
9,143

6歳以上
8,318

6歳未満
12,386

6歳以上
11,561

6歳未満
9,251

6歳以上
8,426

6歳未満
7,143

6歳以上
6,318

15,136 10,109 30,090 3,201
小児定期予防接種については6歳未満と６歳以上で接種料金が異な
る。

7 行橋市 6歳未満　20,399
6歳以上　19,574

6歳未満
9,636

6歳以上
8,811

6,171

6歳未満
10,296

6歳以上
9,471

11,203

6歳未満
11,203

6歳以上
10,378

7,397

6歳未満
7,397

6歳以上
6,572

7,634

6歳未満
7,634

6歳以上
6,809

10,056
（MRのみ）

6歳未満　7,876
6歳以上　7,051

6歳未満　7,876
6歳以上　7,051

7,051 11,924 26,838 9,736 12,221 9,251

0.25㎖　6,696
0.25㎖シリンジ

6,738
0.5㎖　6967

15,224 10,197 29,766 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

8 苅田町 （6歳未満）20,399
（6歳以上）19,574

（6歳未満）
9,636

（6歳以上）
8,811

6,171

（6歳未満）
10,296

（6歳以上）
9,471

（6歳未満）
11,203

（6歳以上）
10,378

（6歳未満）
11,203

（6歳以上）
10,378

（6歳未満）
7,397

（6歳以上）
6,572

（6歳未満）
7,397

（6歳以上）
6,572

（6歳未満）
7,634

（6歳以上）
6,809

（6歳未満）
7,634

（6歳以上）
6,809

（6歳未満）7,876
（6歳以上）7,051

（6歳未満）7,876
（6歳以上）7,051

（6歳未満）7,876
（6歳以上）7,051

11,924 26,838 9,736 12,221 9,251

(0.25ml使用)6,696
(0.25mlシリンジ使

用)6,738
(0.5ml使用)6,967

15,224 10,197 29,766 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

9 みやこ町

6歳未満
20,399

6歳以上
19,574

6歳未満
9,636

6歳以上
8,811

6,171

6歳未満
10,296

6歳以上
9,471

6歳未満
11,203

6歳以上
10,378

6歳未満
11,203

6歳以上
10,378

6歳未満
7,397

6歳以上
6,572

6歳未満
7,397

6歳以上
6,572

6歳未満
7,634

6歳以上
6,809

6歳未満
7,634

6歳以上
6,809

10,056
（MRのみ）

6歳未満
7,876

6歳以上
7,051

6歳未満
7,876

6歳以上
7,051

6歳未満
7,876

6歳以上
7,051

11,924 26,838 9,736 12,221 9,251

0.25ml使用
6,696

0.25mlシリンジ使用
6,738

0.5ml使用
6,967

15,224 10,197 29,766 3,201

10 豊前市 19,060 9,135 6,495 10,040 10,640 10,640 10,640 6,970 6,970 7,000 7,000 7,000 7,645 6,950 6,950 10,150 25,800 9,070 11,990 9,020 6,290 14,740 9,720 30,090 3,000
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本と定期予防接
種実績報告書兼請求書を添付のうえ請求。

11 築上町 19,060 9,135 6,495 10,040 10,640 10,640 10,640 6,970 6,970 7,000 7,000 7,000 7,645 6,950 6,950 10,150 25,800 9,070 11,990 9,020 6,290 14,740 9,720 30,090 3,000
予防接種を実施した月の翌月10日までに、報告書兼請求書（様式第２
号）に予診票の原本とその他必要書類を添付のうえ請求。

12 吉富町 19,060 9,135 6,495 10,040 10,640 10,640 10,640 6,970 6,970 7,000 7,000 7,000 7,645 6,950 6,950 10,150 25,800 9,070 11,990 9,020 6,290 14,740 9,720 30,090 3,000 予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本と請求。

13 上毛町 19,060 9,135 6,495 10,040 10,640 10,640 10,640 6,970 6,970 7,000 7,000 7,000 7,645 6,950 6,950 10,150 25,800 9,070 11,990 9,020 6,290 14,740 9,720 30,090 3,000 同時接種の不可問診（予診のみ）請求件数は、1件とする。

14 福岡市 22,530 11,776 6,656 12,436 13,151 11,578 10,186 9,554 7,981 9,532 7,959 6,583 8,443 7,536 7,536 13,591 27,286 単独　11,308
同時　9,807

単独　14,361
同時　12861

11,391 8,636 16,671 11,644 30,251
6歳未満　4,428
6歳以上　3,521

予防接種を実施した月の翌月10日までに定期予防接種実績報告書兼
請求書と予診票の原本を添付のうえ請求。
RSウイルスは定期予防接種実績報告書兼請求書を単独で作成する。
※同日における同時接種の不可問診（予診のみ）は1件の請求とする。

15 春日市 21,417 10,692 8,052 10,648 11,541 11,541 10,235 7,982 7,982 7,988 7,988 6,655 7,746 7,746 7,746 12,958 27,358 10,650 13,893 10,758 8,105 16,478 11,451 30,008 3,223
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

16 大野城市 21,417 10,692 8,052 10,648 11,541 11,541 10,235 7,982 7,982 7,988 7,988 6,655 7,746 7,746 7,746 12,958 27,358 10,650 13,893 10,758 8,105 16,478 11,451 30,008 3,223
筑紫地区（春日、大野城、筑紫野、太宰府、那珂川）同一単価です。R7
年度の代表市は筑紫野市、R8,9年度は太宰府市です。

17 筑紫野市 21,417 10,692 8,052 10,648 11,541 11,541 10,235 7,982 7,982 7,988 7,988 6,655 7,746 7,746 7,746 12,958 27,358 10,650 13,893 10,758 8,105 16,478 11,451 30,008 3,223
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

18 太宰府市 21,417 10,692 8,052 10,648 11,541 11,541 10,235 7,982 7,982 7,988 7,988 6,655 7,746 7,746 7,746 12,958 27,358 10,650 13,893 10,758 8,105 16,478 11,451 30,008 3,223
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

19 那珂川市 21,417 10,692 8,052 10,648 11,541 11,541 10,235 7,982 7,982 7,988 7,988 6,655 7,746 7,746 7,746 12,958 27,358 10,650 13,893 10,758 8,105 16,478 11,451 30,008 3,223
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

20 糸島市 22,530 11,776 6,656 12,436 13,151 11,578 10,186 9,554 7,981 9,532 7,959 6,583 8,443 7,536 7,536 13,591 27,286
11,308

肺炎球菌と同
時接種は9,807

14,361
ヒブと同時接種

は12,861
11,391 8,636 16,671 11,644 30,251

６歳未満 4,428
６歳以上 3,521

MR第５期・風しん
第５期 3,055

同日における同時接種者（児）の予診不可の請求は１件となります。
（添付不可予診票：１件）

21 宇美町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

22 篠栗町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必
要書類を添付のうえ請求してください。
麻しん及びMRの皮内テストをした場合の不可予診は6,281としま
す。

※別紙「請求先一覧」のとおり、各市町へ直接請求してくださ
い。

23 志免町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求してください。
麻しん及びMRの皮内テストをした場合の不可予診は6,281とします。

※別紙「請求先一覧」のとおり、各市町へ直接請求してください。
※請求書は「糟屋地区」の様式を使用してください。

24 須恵町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本を添付のうえ請
求。

25 新宮町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。
麻しん及びMRの皮内テストをした場合の不可予診は6,281とする。

26 古賀市 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。
麻しん及びMRの皮内テストをした場合の不可予診は6,281円とする。

27 久山町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。
麻しん・MR（皮内テスト）不可予診6,281円

28 粕屋町 21,846 11,121 6,226 11,781 12,441 12,441 10,564 8,866 8,866 8,877 8,877 6,703 9,361 7,106 9,361 13,211 28,611 10,627 13,871 10,736 8,085 16,181 11,154 29,821 3,201

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。
麻しん及びMRの皮内テストをした場合の不可予診は6,281とする。
※別紙「請求先一覧」のとおり、各市町へ直接請求してください。
※請求書は「糟屋地区」の様式を使用してください。

29 宗像市 20,669 9,944 6,479 10,604 11,264 11,264 10,439 10,439 10,439 7,722 7,722 6,897 8,000 8,000 8,000 11,759 26,884 9,451 12,529 9,559 6,820 15,279 10,252 30,074 3,311

同時接種において不可問診が発生した場合、使用した予診票は必ず添
付し、請求件数は１件とする。
請求先　A類…子ども家庭センター(MR5期・風しん5期除く)
　　　　　 B類…健康課（MR5期・風しん5期含む）



各市町村定期予防接種料金 令和８年４月１日更新

市町村名 DPT-IPV-Hib DPT DT ポリオ Ｍ　Ｒ
第１期

Ｍ　Ｒ
第２期

Ｍ　Ｒ
第３期

Ｍ　Ｒ
第４期

Ｍ　Ｒ
第５期

麻しん
第１期

麻しん
第２期

麻しん
第３期

麻しん
第４期

風しん
第１期

風しん
第２期

風しん
第３期

風しん
第４期

風しん
第５期

日本脳炎
第１期

日本脳炎
第２期

日本脳炎
第１期特例

BCG HPV
（９価）

ヒブ 小児用肺炎球
菌

水痘 B型肝炎 ロタリックス ロタテック RSウイルス 予診のみ 特記事項

30 福津市 20,669 9,944 6,479 10,604 11,264 11,264 10,439 7,722 7,722 7,722 7,722 6,897 8,000 8,000 8,000 11,759 26,884 9,451 12,529 9,559 6,820 15,279 10,252 30,074 3,311
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

31 直方市 ６歳未満　20,405
６歳以上　19,580

６歳未満
9,636

６歳以上
8,811

６歳未満　6,996
６歳以上　6,171

６歳未満
10,296

６歳以上
9,471

10,956

６歳未満
10,956

６歳以上
10,131

10,131

６歳未満
7,403

６歳以上
6,578

６歳未満
7,403

６歳以上
6,578

６歳未満
7,403

６歳以上
6,578

６歳未満
7,403

６歳以上
6,578

6,578 ６歳未満　7,876
６歳以上　7,051

６歳未満　7,876
６歳以上　7,051

7,051 11,165 27,236 9,207 12,221 9,339

６歳未満　6,567
６歳以上１０歳未満

5,742
10歳以上　5,951

15,081 10,098 29,766
６歳未満　1,650

６歳以上　825
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

32 小竹町 6歳未満20,405　　　　　6歳以上
19,580

6歳未満9,636
6歳以上8,811

６歳未満6,996
６歳以上6,171

6歳未満
10,296

6歳以上9,471
10,956

6歳未満
10,956

6歳以上
10,131

10,131 7,403

6歳未満
7,403　　　6

歳以上
6,578

7,403

6歳未満
7,403　　　6

歳以上
6,578

6歳未満7,876
6歳以上7,051

7,051 7,051 11,165 27,236 9,207 12,221 9,339

6歳未満6,567　　　6
歳以上10歳未満

5,742
10歳以上5,951

15,081 10,098 29,766
6歳未満1,650

6歳以上825
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

33 鞍手町 6歳未満　20,405
6歳以上　19,580

6歳未満
9,636

6歳以上
8,811

6歳未満　6,996
6歳以上　6,171

6歳未満
10,296

6歳以上
9,471

10,956

6歳未満
10,956

6歳以上
10,131

10,131
　

7,403

6歳未満
7,403

6歳以上
6,578

7,403

6歳未満
7,403

6歳以上
6,578

6,578

6歳未満
　7,876

6歳以上
　7,051

7,051 7,051 　 11,165 27,236
　

9,207
　

12,221
　

9,339

6歳未満　6,567
6歳以上10歳未満

5,742
10歳以上

　5,951

　 15,081 　 10,098 29,766
6歳未満　1,650

6歳以上　825
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

34 宮若市 6歳未満 20,405
6歳以上 19,580

6歳未満 9,636
6歳以上 8,811

6歳未満 6,996
6歳以上 6,171

6歳未満
10,296

6歳以上 9,471
10,956

6歳未満
10,956

6歳以上
10,131

10,131 7,403

6歳未満
7,403

6歳以上
6,578

7,403

6歳未満
7,403

6歳以上
6,578

6,578 6歳未満 7,876
6歳以上 7,051

7,051 7,051 11,165 27,236 9,207 12,221 9,339

6歳未満 6,567
6歳以上10歳未満

5,742
10歳以上 5,951

15,081 10,098 29,766
6歳未満 1,650

6歳以上 825

・予防接種料金は、一部年齢によって決定します。（6歳未満、6歳以上
10歳未満、10歳以上）
・A類は母子保健係、B類は健康対策係に分けて請求。

35 田川市 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500

・請求は、毎月締めの翌月10日までに、報告書兼請求書（様式第2
号）に予診票を添付し、請求
・同時接種時に接種不可の場合は、1件分だけを請求
・Ａ類とＢ類を分けて請求

36 香春町 9,200 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

37 添田町 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその
他必要書類を添付のうえ請求。

38 糸田町 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

39 川崎町 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500
・予防接種を実施した月の翌月10日までに報告書兼請求書に予
診票の原本を添付して請求。
・A類とB類を分けて請求。

40 福智町 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500
・予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。
・同時接種時に接種不可となった場合は、1件分のみ支払い。

41 大任町 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790
1,500（A類疾病）
1,790（B類疾病）

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

42 赤村 20,000 8,830 6,190 9,200 10,260 10,260 10,260 6,580 6,580 6,690 6,690 6,690 7,180 7,180 7,180 10,750 26,960 9,370 11,820 8,780 6,250 14,500 9,770 29,790 1,500 同時接種時に接種不可となった場合は、1件だけ請求してください。

43 飯塚市 20,592 9,867 6,402 10,362 11,022 11,022 10,197 7,447 7,447 7,458 7,458 6,633 （6歳未満）7,942
（6歳以上）7,117

7,117 7,117 11,517 27,430 9,374 12,452 9,317
（0.25ml）6,747
（0.5ml）6,957

15,037 10,010 29,832
（6歳未満）4,092
（6歳以上）3,267

※4、5月の接種と6月以降の接種では、接種料金が変更になる予定で
す。

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求してください。

44 桂川町 20,592 9,867 6,402 10,362 11,022 11,022 10,197 7,447 7,447 7,458 7,458 6,633

6歳未満
7,942

6歳以上
7,117

7,117 7,117 11,517 27,430 9,374 12,452 9,317

0.25mlシリンジ
6,747

0.5mlシリンジ
6,957

15,037 10,010 29,832

6歳未満
4,092

6歳以上
3,267

・問診票については明確な医師のサインが必要。
・代筆については、本人の意思が確認でき、肉体的事情等で自署できな
い場合、成年後見人の場合。
・A類、B類別請求でお願いします。
・B型肝炎ワクチンは、使用した規格のワクチン量によって接種料金が
異なります。

45 嘉麻市 20,592 9,867 6,402 10,362 11,022 11,022 10,197 7,447 7,447 7,458 7,458 6,633 6歳未満：　7,942
6歳以上：　7,117

7,117 11,517 27,430 9,374 12,452 9,317
0.25ml : 6,747
0.5ml : 6,957

15,037 10,010 29,832
6歳未満：　4,092
6歳以上：　3,267

翌月10日までに請求

46 久留米市 21,846 11,121 6,226 11,781 12,386 12,386 10,131 8,822 8,822 8,822 8,822 6,567 8,147 7,106 6,504 12,936 26,895 10,628 13,706 10,736 7,979 16,181 11,154 29,821
4,026（6歳未満）
3,201（6歳以上）

３ヵ月毎に（４～６月分、７～９月分、１０～１２月分、１～３月分とし）最終
月の翌月（７、１０、１、４月）１０日まで（必着）にまとめて請求

47 大牟田市 20,580 9,820 6,360 10,320 13,630 13,630 12,800 12,800 12,727 10,080 10,080 9,250 9,250 10,070 10,070 9,240 9,240 7,900 7,070 7,070 11,610 27,780 9,490 12,410 9,270 6,880 14,990 9,970 29,790
4,050(6歳未満)
3,220(6歳以上)

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

48 八女市 20,361 9,636 6,171 10,296 10,956 10,956 10,131 7,414 7,414 7,392 7,392 7,876 7,876 7,051 11,451 26,836 9,142 12,221 9,251 6,435 14,696 9,669 29,766
3,201

1,527（ＲＳウイル
ス、MR5期）

予防接種を実施した月の翌月１０日までに予診票の原本を添付
し請求

49 筑後市 20,361 9,636 6,171 10,296 10,956 10,956 10,131 7,414 7,414 7,392 7,392 -

6月～12歳
7,876

13歳～20歳
未満
7,051

6月～12歳
7,876

13歳～20歳
未満
7,051

6月～12歳
7,876

13歳～20歳
未満
7,051

11,451 26,836 9,142 12,221 9,251 6,435 14,696 9,669 29,766 3,201
1,527（ＲＳウイルス）

・請求は、毎月締めの翌月10日
（該当日が土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合はその翌平日）まで
・代表者について、肩書（理事長・院長等）を付して請求する
・請求印については押印不要
・同時接種についての、予診のみの請求は1件までとする
・長期療養者のための定期接種を実施した場合、依頼書の写しを予診
票に添付する

50 広川町 20,361 9,636 6,171 10,296 10,956 10,956 10,131 7,414 7,414 7,392 7,392 7,876 7,876 7,051 11,451 26,836 9,142 12,221 9,251 6,435 14,696 9,669
29,766

(予診のみ1,527）
3,201

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。

51 朝倉市 19,464
（1,815）

8,739
（1,815）

　6,391
（1,397）

9,234
（1,815）

12,349
（2,425）

12,349
（2,425）

11,524
（1,600）

8,773
（2,425）

8,773
（2,425）

8,789
（2,425）

8,789
（2,425）

7,964
（1,600）

7,192
（1,815）

7,106
（1,397）

7,106
（1,397）

12,826
（2,425）

26,864
（1,397）

8,316
（1,815）

11,324
（1,815）

9,509
（2,425）

6,292
（1,815）

14,954
（2,425）

9,568
（2,425）

29,821
（1,397）

各ワクチンごとに設
定（  ）内の金額

・予診票の代筆は本人の意思を確認し、予防接種を実施する医師以外
の者が記入すること。
・長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例
措置の場合も同様の金額が適用されます。

52 筑前町 19,464
（1,815）

8,739
(1,815)

6,391
(1,397)

9,234
(1,815)

12,349
(2,425)

12,349
(2,425)

11,524
（1,600）

8,773
(2,425)

8,773
（2,425）

8,789
（2,425)

8,789
（2,425)

11,524
(1,600)

7,192
(1,815)

7,106
(1,397)

7,106
(1,397)

12,826
(2,425)

26,864
(1,397)

8,316
(1,815)

11,324
(1,815)

9,509
(2,425)

6,292
(1,815)

14,954
(2,425)

9,568
(2,425)

29,821
(1,397)

各ワクチンごとに
設定（　）内の金額

・実績報告書兼請求書に予診票を添付のうえ、予防接種を実施した月
の翌月10日までに請求。
・予診票の代筆は本人の意思を確認し、予防接種を実施する医師以外
の者が記入すること。
・長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例
措置の場合も同様の金額が適用される。

53 東峰村 19,464
（1,815）

8,739
（1,815）

6,391
（1,397）

9,234
（1,815）

12,349
（2,425）

12,349
（2,425）

12,349
（2,425）

12,349
（2,425）

11,524
（1,600）

8,773
（2,425）

8,773
（2,425）

8,773
（2,425）

8,773
（2,425）

8,789
（2,425）

8,789
（2,425）

8,789
（2,425）

8,789
（2,425）

7,964
（1,600）

7,192
（1,815）

7,106
（1,397）

7,106
（1,397）

12,826
（2,425）

26,864
（1,397）

8,316
（1,815）

11,324
（1,815）

9,509
（2,425）

6,292
（1,815）

14,954
（2,425）

9,568
（2,425）

29,821
（1,397）

各ワクチンごとに
設定（  ）内の金額

・予診票の代筆は本人の意思を確認し、予防接種を実施する医師以外
の者が記入。
・長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例
措置の場合も同様の金額が適用されます。

54 小郡市 20,141 9,416 6,336 9,911
12,386

（第1期特例
は10,956）

10,549
(第2期特例

は10,131）
10,131 8,811 6,974 8,822 6,985 6,567 7,612 7,051 6,446 12,881 26,698 8,758 12,001 10,681 6,861 14,311 8,668 29,931 3,201

予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他必要
書類を添付のうえ請求。



各市町村定期予防接種料金 令和８年４月１日更新

市町村名 DPT-IPV-Hib DPT DT ポリオ Ｍ　Ｒ
第１期

Ｍ　Ｒ
第２期

Ｍ　Ｒ
第３期

Ｍ　Ｒ
第４期

Ｍ　Ｒ
第５期

麻しん
第１期

麻しん
第２期

麻しん
第３期

麻しん
第４期

風しん
第１期

風しん
第２期

風しん
第３期

風しん
第４期

風しん
第５期

日本脳炎
第１期

日本脳炎
第２期

日本脳炎
第１期特例

BCG HPV
（９価）

ヒブ 小児用肺炎球
菌

水痘 B型肝炎 ロタリックス ロタテック RSウイルス 予診のみ 特記事項

55 大刀洗町 20,141 5,742 6,336 9,911 12,386 10,549 10,131 8,811 6,974 8,822 6,985 6,567 7,612 7,051 6,446 12,881 26,698 8,758 12,001 10,681 6,861 14,311 8,668 29,931 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本とその他の必
要
書類を添付のうえ請求。

56 大川市 20,438 9,636 6,171 10,296 11,176 11,176 10,351 7,414 7,414 7,414 7,414 6,589
(１回目・追

加)7,876
(２回目)5,665

7,051 7,051 11,671 26,840 9,141 12,221 9,251 6,479 14,971 9,944 29,766
(６歳未満)3,201
(６歳以上)1,397

57 大木町 20,438 9,636

（3~90月未満）
6,996

（11~13歳未満）
6,171

10,296 11,176 11,176 10,351 7,414 7,414 7,414 7,414 6,589
（1回目・追加）

7,876
（2回目）5,665

7,051 7,051 11,671 26,840 9,141 12,221 9,251 6,479 14,971 9,944 29,766
（6歳未満）3,201
（6歳以上）1,397

※医療機関から直接行政へ請求。請求は、毎月締めの翌月10日まで。
※３月分の請求書については３月末日付けで報告書兼請求書（様式第
２号）を提出すること。
※同日、同一施設、同一者に対する予診票のみの請求は１件までとす
る。

58 柳川市 乳幼児20,301
小学生19,888

乳幼児9,576
小学生9,163

5,583
乳幼児10,896
小学生10,483

12,353 12,353 11,374 8,789 8,789 8,789 8,789 乳幼児6,875
小学生以上6,463

6,463 6,463 12,903 27,050 9,083 12,161 9,191 6,386 14,911 9,884 29,898
風しん5期3,102
上記以外3,201

・予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票を添付し請求。なお、
同日、同一施設、同一者に対する「予診のみ」の請求は1件までとする。

59 みやま市

乳幼児
20,301

小学生
　　19,888

乳幼児
9,576

小学生
　　9,163

5,583

乳幼児
10,896

小学生
10,483

12,353 12,353 11,374 8,789 8,789 8,789 8,789

乳幼児
6,875

小学生
6,463

6,463 6,463 12,903 27,050 9,083 12,161 9,191 6,386 14,911 9,884 29,898
3201

（MR5期）3,102

・予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票を添付し請求。
なお、同日、同一施設、同一者に対する「予診票のみ」の請求は1件ま
でとする。
・.3月分の請求については、3月末日付で請求書を提出すること。

60 うきは市 20,924 10,122 6,138 10,782 12,408 12,408 10,153 8,811 8,811 8,811 8,811 6,556 8,059 7,018 6,416 12,848 26,807 10,222 12,707 10,648 7,190 16,698 11,084 29,843 3,201
予防接種を実施した月の翌月10日までに予診票の原本と
その他必要書類を添付のうえ請求。


